
       柏市監査委員規程  

                            昭和６１年７月１日 

                             監 告 示 第 ７ 号                   

 

                            改正 告示年月日 施行年月日 告示番号 

                               62. 3.31  62. 4. 1  (監) ３ 

                               元. 4. 1  元. 4. 1  (監) １ 

                               元.10. 1  元.10. 1  (監) ２ 

                                7. 4. 1   7. 4. 1  (監) ３ 

                                9. 4. 1   9. 4. 1  (監) ４ 

                               12. 3.31  12. 4. 1  (監) ３ 

                               12. 9.28  12.10. 1  (監) ６ 

                               13. 3.30  13. 4. 1  (監) ３ 

                               14. 3.29  14. 4. 1  (監)１6 

                               16.12.28  17. 1. 1  (監) ６ 

                               18.10.30  18.10.30  (監) ５ 

                                22. 1.13  22. 1.13  (監) １ 

                               22. 7. 1  22. 7. 1  (監) ６ 

                               22. 9. 1  22. 9. 1  (監) ９ 

                                                        28. 3.31  28. 4. 1   (監）６ 

                               4.12.22   5. 4. 1   (監) 10 

       5. 5.31   5. 6. 1   (監) ７ 

8. 3.31   8. 4. 1   (監) ４ 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，柏市監査委員条例（昭和６１年柏市条例第１号）第５条の規定に

 より，監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定期監査） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条第４

 項の規定による監査の期日は，毎会計年度開始前に監査委員が定めるものとする。 

２ 監査委員は，前項の監査を行うときは，あらかじめその日時，監査の範囲等を市長，

 関係する委員会等に通知するものとする。 

   〔平7監告示3･一部改正〕 

（現金の出納検査） 

第３条 法第２３５条の２第１項の規定による検査の期日は，毎月２８日とする。ただ

 し，特別の理由がある場合は，この限りでない。 

（決算審査） 

第４条 法第２３３条第２項及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０

 条第２項の規定による審査の意見を決定したときは，これを市長に提出するものとす

 る。 

   〔平7監告示3･一部改正〕 

（健全化判断比率等審査） 

第４条の２ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第 



 ３条第１項及び第２２条第１項の規定による審査の意見を決定したときは，これを市 

 長に提出するものとする。 

   〔平22監告示 ･追加〕 

（その他の監査等） 

第５条 法令に基づくその他の監査等の実施は，その都度監査委員が協議して定めるも

 のとする。 

（公示） 

第６条 監査委員が行う公示は，柏市公告式規則（昭和５９年柏市規則第３２号）の例

 による。 

   〔平7監告示3･一部改正〕 

（監査及び検査結果の報告） 

第７条 第２条に規定する監査及び第３条に規定する検査の結果の報告は，おおむね年

 ４回に取りまとめてするものとする。 

（代表監査委員の選任） 

第８条 代表監査委員は，常勤の監査委員をもって充てる。 

   〔平14監告示16･全改〕 

（代表監査委員の職務） 

第９条 代表監査委員は，法令に定めるもののほか，次の事務を処理する。 

（１）事務局長の出張命令，休暇，事務引継等に関すること。 

（２）監査委員の会議の開催に関すること。 

（３）監査等の執行通知に関すること。 

第９条の２ 代表監査委員の専決事項は，次のとおりとする。 

（１）保有個人情報の開示，訂正及び利用停止の可否の決定に対する審査請求に係る執行停止

  及び裁決に関すること。 

（２）公文書の開示に係る可否の決定に対する審査請求に係る執行停止及び裁決に関すること。 

   〔平20監告示 ･一部改正，平２８監告示・一部改正〕 

（監査委員の会議） 

第１０条 監査委員の職務の執行に関し必要な事項を協議するため監査委員の会議（以

 下「会議」という。）を設ける。 

２ 会議は，次のとおりとする。 

（１）定例会は，第３条に規定する検査と同日に開催する。 

（２）臨時会は，監査委員が必要があると認めたときに開催する。 

（事務局の事務） 

第１１条 監査委員の事務局（以下「監査事務局」という。）の事務を所掌するため，

 監査係を置く。 

２ 監査事務局の所掌事務は，おおむね次のとおりとする。 

（１）監査基準等に関すること。 

（２）監査等に係る事務処理に関すること。 

（３）公印の管理に関すること。 



（４）公文書の管理に関すること。 

（５）監査事務局の庶務に関すること。 

   〔平12監告示3･一部改正,平12監告示6･一部改正，令和８監告示４・一部改正〕 

（職の設置） 

第１２条 監査事務局に事務局長のほか，必要に応じて事務局長補佐，係長，主査監，

主査，主任，主事及び主事補を置く。 

２ 前項の規定により設置した職（事務局長を除く。次条第２項及び第１４条第２項に

おいて同じ。）は，書記のうちから代表監査委員が任命する。 

   〔平7監告示3･全改,平9監告示4･一部改正,平13監告示3･一部改正，令和８監告示４・一部改正〕 

（事務局長等の職務） 

第１３条 事務局長は，監査委員の命を受け，監査委員に関する事務を掌理し，所属職

 員を指揮監督する。 

２ 柏市行政組織規則（令和８年柏市規則第２０号）第３２条（第２号及び第３号を除

く。）の規定は，前条第１項の規定により設置した職の職務について準用する。 

   〔平14監告示16･追加,平22監告示6･追加，令８監告示４・一部改正〕 

（事務局長の専決事項） 

第１４条 事務局長の専決事項は，次のとおりとする。 

（１）監査等に必要な資料の収集及び作成に関すること。 

（２）監査等の執行に係る連絡調整に関すること。 

（３）軽易な照会及び回答，定例的な報告等に関すること。 

（４）職員の事務分担及び事務引継ぎに関すること。 

（５）職員の出張命令，時間外勤務命令，休日勤務命令，休暇等に関すること。 

（６）公印の管理に関すること。 

（７）所管物品の使用管理に関すること。 

（８）保有個人情報の開示，訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。 

（９）公文書の開示に係る可否の決定に関すること。 

（１０）情報の提供に係る可否の決定に関すること。 

（１１）その他監査委員が指定した事項 

２ 事務局長の専決事項について，事務局長が不在のときは，第１２条第１項の規定に

より設置した職にある職員のうち事務局長があらかじめ指定するものがその事項を代

決するものとする。 

   〔平12監告示6･一部改正，平16監告示6･一部改正，平22監告示9･一部改正，平２８監告示６・一部改正，令和８監告示４・一部改正〕 

（情報公開及び個人情報保護） 

第１５条 柏市情報公開条例（平成１２年柏市条例第４号）及び柏市個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和４年柏市条例第３３号）の施行については，市長の事務部

局の例による。 

   〔平12監告示3･一部改正,平12監告示6･一部改正，平16監告示6･一部改正，令4監告示10･一部改正〕 

（行政手続等に関する情報通信の技術の利用） 

第１５条の２ 柏市行政手続等情報通信技術利用条例（平成１８年柏市条例第１号）の



規定に基づき，監査委員に対して行うこととされ，又は監査委員が行うこととしてい

る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

により行う場合については，柏市行政手続等情報通信技術利用条例施行規則（平成１

８年柏市規則第１１１号）の規定の例による。 

   〔平18監告示5･一部改正〕 

（公印） 

第１６条 監査委員が使用する公印の名称，形状寸法，書体，使用区分，管理者及び個

 数は別表第１，ひな型は別表第２のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか，公印の取扱いは，柏市公印規程（昭和３４年柏市訓令第

 ７号）の例による。 

   〔平12監告示3･一部改正〕 

（職員の服務及び倫理） 

第１７条 職員の服務及び倫理については，市長の事務部局の例による。 

   〔令5監告示7･追加〕 

（補則） 

第１８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，監査委員が協議して別に定める。

   〔令5監告示7･一部改正〕 

   附  則 

（施行期日） 

１ この告示は，公示の日から施行する。 

（柏市監査委員規程の廃止） 

２ 柏市監査委員規程（昭和４８年柏監告示第１号）は，廃止する。 

   附  則（昭和６２年監告示第３号） 

 この規定は，昭和６２年４月１日から施行する。 

   附  則（平成元年監告示第１号） 

 この告示は，公示の日から施行する。 

   附  則（平成元年監告示第２号） 

 この告示は，公示の日から施行する。  

   附  則（平成７年監告示第３号） 

 この告示は，公示の日から施行する。 

   附  則（平成９年監告示第４号） 

 この告示は，公示の日から施行する。 

   附  則（平成１２年監告示第３号） 

 この告示は，平成１２年４月１日から施行する。 

   附  則（平成１２年監告示第６号） 

 この告示は，平成１２年１０月１日から施行する。 

   附  則（平成１３年監告示第３号） 

 この告示は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附  則（平成１４年監告示第１６号） 



 この告示は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附  則（平成１６年監告示第６号） 

 この告示は，平成１７年１月１日から施行する。 

   附  則（平成１８年監告示第５号） 

 この告示は，告示の日から施行する。 

   附  則（平成２２年監告示第１号） 

 この告示は，告示の日から施行する。 

   附  則（平成２２年監告示第６号） 

 この告示は，告示の日から施行する。 

   附  則（平成２２年監告示第９号） 

 この告示は，告示の日から施行する。 

   附  則（平成２８年監告示第６号） 

 この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 

   附  則（令和４年監告示第１０号） 

 この告示は，令和５年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年監告示第７号） 

 この告示は，令和５年６月１日から施行する。 

   附  則（令和８年監告示第４号） 

 この告示は，令和８年４月１日から施行する。 



  別表第１（第１６条第１項） 

 

名 称            形状寸法 書 体        使 用 区 分            管 理 者          個数 

 

１ 
 柏市監査委 

 員之印 

 方 

 18ﾐﾘﾒｰﾄﾙ  古印体 
 監査委員名で発 

 する文書  事務局長  １ 

２ 
 柏市監査委 

 員之印 

 方 

 24ﾐﾘﾒｰﾄﾙ  古印体 
 監査委員名で発 

 する文書   〃  １ 

３ 
 柏市代表監 

 査委員之印 

 方 

 23ﾐﾘﾒｰﾄﾙ  古印体 
 代表監査委員名 

 で発する文書   〃  １ 

４ 
 柏市監査事 

 務局之印 

 方 

 21ﾐﾘﾒｰﾄﾙ  てん書 
 監査事務局名で 

 発する文書   〃  １ 

５ 
 柏市監査事 

 務局長之印 

 方 

 18ﾐﾘﾒｰﾄﾙ  古印体 
 監査事務局長名 

 で発する文書   〃  １ 

       〔平12監告示3･一部改正〕 

 

  別表第２（第１６条第１項） 

 

      （１）     （２）      （３）      （４） 

 

 

 

 

 

 

 

        （５） 

 

 

 

 

 
 

       〔平12監告示3･一部改正〕 

 

 

 之 査 柏 

 

   委  市 

 

 印 員 監 

 柏 市 監 

 

 査 委 員 

 

 之   印  

 柏 市 代 表 

 

 監 査 委 員 

 

 之    印 

 柏 市 監 

 

 査 事 務 

 

 局 之 印 

 柏 市 監 査 

 

 事 務 局 長 

 

 之    印 


